
【回答】
1）杭工事において、杭芯の位置の測定・確認を行います。その結果、許容範囲を超えるズレが確認
され、補強等が必要となる場合は監督職員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とします。

2）ラフテレーンクレーン25ｔと50ｔのそれぞれ1台ずつを想定しています。建て方については建物内
外どちらからでも施工可能であると見込んでおります。

3）クレーン作業時に敷鉄板等が必要となる場合については、原則として受注者の施工計画に基づく
仮設として見込んでください。なお、設計図書と著しく異なる地盤条件が確認された場合は、監督職
員と協議のうえ必要に応じて対応を検討します。

4）大梁の架設方法については施工者の任意となるため、原則として設計変更の対象とはなりませ
ん。ただし、設計図書の条件により特別な仮設が必要となる場合は、監督職員と協議のうえ、対応を
検討します。

5）標準的な施工方法を想定し工期を設定しておりますが、気象条件等により施工条件に変更が生じ
た場合は、監督職員と協議のうえ、必要に応じて対応を検討します。

6）親綱支柱、親綱の設置については、監督職員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象としま
す。


